
リース判定フローチャート （案） 

対 象 案 件 

（１） 
債務負担行為に基づき、複数年に 
わたって賃貸契約を締結している 
 
（２） 
長期継続契約に基づき、複数年に 
わたって、次のいずれにも該当する
賃貸契約を締結している 
 ①リース契約期間が、１年超 
 ②リース契約金額が、300万円超 
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個別案件のリース判定 
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（４） 
リース期間が、経済的耐用
年数の概ね７５％以上であ
る 
  

ファイナンス・リース取引に該当しない 
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（３） 
契約上、または実質的に
解約不能である 
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